
（平成２４年７月２５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 5 件



                      

  

千葉厚生年金 事案 4712 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録を９万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 33 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15 年６月 27 日 

    私は、Ａ社から、平成 15 年６月 27 日に夏期の賞与を支給され、厚生

年金保険料を控除されていたが、同社は、届出事実の発生年月日から２

年以内に賞与支払届の届出を行っておらず、申立てに係る保険料を納付

していなかった。同年６月 27 日に係る健康保険厚生年金保険被保険者

賞与支払届は、24 年３月 13 日にＢ年金事務所に提出され、同年３月 14

日に受理された。しかし、既に時効が成立しているため年金給付に反映

されないことから、給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 15 年６月 27 日支給の賞与に係る同年夏期賞与

台帳により、申立人は、９万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付した

か否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、

事業主が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行ってい

ることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞

与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を昭和 43 年８月から 44 年１月

までは４万 8,000 円、同年２月は４万 5,000 円、同年３月から同年９月ま

では４万 8,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月１日から 44 年 10 月１日まで 

    私の夫は、申立期間においてＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務して

いたが、申立期間の標準報酬月額の記録は、実際に給与から控除されて

いた厚生年金保険料に相当する標準報酬月額よりも低いので、控除額相

当の標準報酬月額に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立人に係る申立期間の標準報酬月額の相違について申

し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

   また、申立人の妻は、申立人がＡ社に勤務していた全ての期間に係る給



                      

  

与明細書について、その項目ごとの支給額及び控除額を転記したノートの

写しを提出しているところ、同社は、「現在の給与明細書等から判断して、

ノートに記載されている給与明細の項目は、申立期間当時の給与明細書の

項目と一致していると推測される。」と回答している上、申立期間の前後

の期間については、当該ノートに記載された保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、全てオンライン記録と一致している。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人の妻から提出

された上記ノートの写しにおいて確認できる厚生年金保険料控除額又は報

酬月額から、昭和 43 年８月から 44 年１月までは４万 8,000 円、同年２月

は４万 5,000 円、同年３月から同年９月までは４万 8,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は申立人に係る関連資料を保管しておらず、

保険料を納付していたかは不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が上記「支払明細書」において確認できる厚生年金保険料控除額に基

づく報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行った

とは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社が承継）Ｃ支

店における資格取得日に係る記録を昭和 41 年５月 13 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月 13 日から同年６月６日まで 

    私は、Ｄグループに昭和 41 年４月から平成 15 年６月に退職するまで、

継続して勤務していたのに、Ｅ社（現在は、Ｂ社）からＡ社Ｃ支店へ転

籍したときの申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無く、当該被保

険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄグループの関連会社から提出された申立人に係る人事発令記録、健康

保険組合及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、Ｅ社及びそ

の関連会社であるＡ社Ｃ支店に継続して勤務し（昭和 41 年５月 13 日にＥ

社からＡ社Ｃ支店に転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 41 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円と

することが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明であると回答しているが、Ｅ社におけ

る資格喪失年月日と、Ａ社Ｃ支店における資格取得年月日及び人事記録に

記載されている異動年月日が一致しており、この異動日である昭和 41 年

５月 13 日は社会保険事務所では知り得ない日付であることから、Ｅ社は

同日を資格喪失日として届け、Ａ社Ｃ支店は同年６月６日を資格取得日と

して届け、、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 44 年６月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を３万 3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 44 年４月１日からＡ社に勤務し、同年６月１日に同社Ｃ

工場に転勤したが、Ａ社の厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年５

月１日と記録され、同年５月分の被保険者記録が欠落している。調査し

て被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｄ健康保険組合の被保険者記録及びＥ企業年金基

金の加入者記録票から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭

和 44 年６月１日に同社本社から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

44 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、Ｂ社が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失届確認通知書により、事業主は、資格喪失日を昭和 44

年５月１日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年８月 15 日から 35 年４月 11 日まで 

   私は、昭和 31 年８月からＡ市Ｂ区のＣ社Ｄ支店にＥ（業務）の正社

員として勤務したが、35 年４月 10 日に体調不良を理由に退職した。年

金事務所からの連絡により、この期間について、脱退手当金が支給され

ていることを知ったが、私は脱退手当金を受給していないので納得でき

ない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約１年 11 か月後の昭和 37 年３月 16 日に支給決定されたことと

なっており、事業主は脱退手当金の代理請求について、「個人が手続を行

うものなので、会社はその行為に関与していない。」と供述していること

から、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険の

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立人について

は、申立期間より前にあるＦ社における被保険者期間がその計算の基礎と

されておらず、未請求となっているが、当該事業所は申立人が初めて厚生

年金保険に加入した事業所であり、脱退手当金を支給されたＣ社より長期

の被保険者期間の請求を失念するとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4717 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額に係る記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12 月１日から９年 11 月 30 日まで 

    日本年金機構からの連絡により、平成７年 12 月から９年 10 月までの

標準報酬月額が、同年 12 月２日に 59 万円から９万 2,000 円に引き下げ

られていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

標準報酬月額は、当初、平成７年 12 月から９年 10 月までは 59 万円と記

録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日（９年 11 月 30 日）より後の同年 12 月２日付けで、７年 12 月１日に

遡及して９万 2,000 円に引き下げる処理がなされていることが確認できる。 

   また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は申立期間を含む

前後の期間においてＢ（役職）であったことが確認できるが、複数の元同

僚は、「申立人は、部署が違うので、健康保険及び厚生年金保険の事務手

続に関わりが無かった。社会保険事務所に対する訂正処理の事務手続や書

類の作成等は、事業主及び事業主の息子が行っていた。」と供述している

ことから、申立人は当該遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

   さらに、Ｃ年金事務所から提出された当該事業所に係る滞納処分票によ

ると、当該事業所は、社会保険料等の滞納があったことが確認できる上、

申立人のほかに複数の元同僚が平成９年 12 月２日付けで、遡及して標準

報酬月額を引き下げる処理がなされていることが確認できるところ、当該

元同僚のうちの一人から提出された「平成８年分給与所得の源泉徴収票」、



                      

  

「平成９年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書」において、申立期間

のうち平成８年１月から同年 12 月までの給与から、遡及訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような処

理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なも

のと認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、59 万円に訂正することが

必要である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平

成 18 年９月から 20 年９月までは 30 万円、同年 10 月から 21 年 10 月まで

は 36 万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規

定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前

の 24 万円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 18 年９

月から 20 年６月までは 30 万円、同年７月から 21 年 10 月までは 36 万円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年９月１日から 21 年 11 月１日まで 

    私の平成 18 年９月１日から 21 年 11 月１日までの標準報酬月額は 24

万円とされているが、これは、実際の給与よりも低く、事業主が年金事

務所に対し間違った届出をしたことが考えられるので、調査の上、標準

報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所（当時）の記録によれば、申立人の申立期間における標

準報酬月額は、当初 24 万円と記録されていたところ、申立期間に係る厚

生年金保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 23 年 12 月 21 日に、

18 年９月から 20 年９月までは 30 万円、同年 10 月から 21 年 10 月までは

36 万円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、



                      

  

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額

（30 万円及び 36 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（24

万円）となっている。 

   一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主

から提出された給与台帳により確認できる報酬月額及び保険料控除額から、

平成 18 年９月から 20 年６月までは 30 万円、同年７月から 21 年 10 月ま

では 36 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、申立期間の保険料を徴収する権利が時効により消滅

した後に事業主は申立人に係る標準報酬月額についての訂正の届出を行っ

ていることから、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から当初行

われ、その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年 12 月及び３年１月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 41 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年 12 月及び３年１月 

    私は、申立期間当時、国民年金の保険料を納付していなかったが、Ａ

社を退職後、平成５年 11 月＊日に結婚し、同時にＢ社会保険事務所

（当時）で、国民年金の加入手続及び第３号被保険者の資格取得手続を

行った。その際、２年 12 月、３年１月及び５年 10 月の保険料が未納で

あることを聞き、未納の期間を全て納付したはずなのに、申立期間が未

納になっているのは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「結婚後、Ｂ社会保険事務所で、国民年金の加入手続及び第

３号被保険者の資格取得手続を行った。」と申述し、申立人の年金手帳の

変更後の氏名欄には、「平成５年 11 月＊日変更」と記載され、「Ｃ」の

ゴム印が押されていることから、５年 11 月＊日以降に加入手続及び第３

号被保険者の資格取得手続を行ったものと推認できるところ、この時点で、

申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない期間であ

る。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、旧姓（Ｄ）を含め、申立人に別

の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間は、Ｅ市の国民年金被保険者名簿においても未納と記

録されており、オンライン記録と一致している上、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年 12 月及び 15 年１月の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年 12 月及び 15 年１月 

    私は、平成 13 年１月頃にＡ区役所の窓口で国民年金の加入手続を行

い、14 年 12 月又は 15 年１月に、申立期間の私の国民年金保険料を、

妻が妻の保険料と一緒にＢ銀行Ｃ支店で納付しているはずであり、私の

申立期間の保険料のみ未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当初、「申立期間の国民年金保険料をコンビニエンスストア

で納付した。」としていたが、コンビニエンスストアで保険料の納付がで

きるようになったのは平成 16 年２月以降である旨を、申立期間の保険料

を納付したとする申立人の妻に説明したところ、申立人の妻は、「Ｂ銀行

Ｃ支店で納付したと思う。」と述べたため、オンライン記録において確認

できる申立人の妻に係る申立期間の保険料の収納日から、申立人に係る申

立期間の保険料の納付日を 15 年３月 18 日と推認し、Ｂ銀行Ｃ支店に納付

の有無について照会したが、同行Ｃ支店は、「確認できる資料は無い。」

と回答しており、申立期間に係る具体的な保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間であ

り、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書の作成、領収済

通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が図られてい

る上、14 年４月以降は保険料収納事務が国に一元化されたことに伴い、

委託業者による磁気テープに基づく納付書の作成、収納機関からの納付通

知の電子的実施等、年金記録事務における事務処理の機械化が一層促進さ

れていることを踏まえると、記録漏れや記録誤り等が生じる可能性は少な

いものと考えられる。 



                      

  

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年５月から 52 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から 52 年 12 月まで 

    私は、会社を退職し、厚生年金保険被保険者資格を喪失したので、自

分で国民年金への切替手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付し

たはずであるのに、未納とされているのは納得できないので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿から、

昭和 55 年３月 17 日以降に払い出されていることが確認できるところ、特

殊台帳の記録によると、申立人は、申立期間直後の 53 年１月から 54 年３

月までの国民年金保険料を、55 年４月に一括して過年度納付しているこ

とが確認できる。 

   また、申立人の手帳記号番号が払い出された時点において、申立期間は、

時効により保険料を納付できない期間であり、当時は第３回の特例納付期

間に当たることから、特例納付が可能であるものの申立人から特例納付に

関する供述は無く、特殊台帳においても申立期間は未納となっており、当

該特殊台帳に不自然さはうかがえない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月から 60 年３月まで 

    私は、Ａ市において夫の分と一緒に国民年金の加入手続を行い、銀行

の職員に自宅まで来てもらって、申立期間の国民年金保険料をまとめて

納付したことを記憶している。申立期間が未納とされていることは納得

できないので、調査して納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付したと主張してい

るが、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿には、「職権適用」の印

が押され、受付日欄に「60 年８月 12 日」と記録されているとともに、昭

和 46 年８月 21 日に遡って国民年金被保険者資格を取得したことが確認で

き、申立人は、60 年８月において職権により国民年金被保険者として適

用を受けたものと認められることから、この時点を基準にすると、申立期

間のうち一部の期間は時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、申立人は、申立期間の保険料の納付時期について主張を変遷させ

ており、保険料納付についての記憶が定かでないことがうかがわれる上、

申立人は申立期間の保険料納付に関与した親族等はいないと述べているこ

とから、納付状況について第三者からの供述を得ることはできず、申立期

間の保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、上記被保険者名簿において、申立期間は未納と記録されている

上、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿

検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



                      

  加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

 

 



                      

  

千葉国民年金 事案 4327 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から同年９月まで 

    私は、夫婦の国民年金保険料が未納になっていると市役所から通知が

届いたので、すぐに市役所の年金課へ相談に行き、分割して納付でき

るように保険料の納付書を作ってもらうことにした。後日送られてき

た納付書を使い、市役所庁舎内の金融機関で保険料を全て納付してき

たのに、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料は市役所から送付された納付書に

より分割して納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号

は、年金手帳記号番号払出簿により、昭和 50 年 12 月９日にＡ社会保険事

務所（当時）からＢ市に払い出された手帳記号番号の一つであることが確

認でき、申立人の国民年金の加入手続は同年 12 月頃に行われたものと推

認できることから、この時点を基準にすると、48 年９月以前の保険料は

時効により納付することができない。 

   一方、申立人が国民年金に加入した時点においては、時効となった未納

保険料を納付可能とする国民年金法附則第 18 条による第２回特例納付が

実施されており、申立人に係る特殊台帳には、昭和 45 年度から 47 年度ま

での納付記録欄に「附 18 条」と記録されていることから、申立期間直前

の昭和 45 年４月から 48 年３月までの保険料は第２回特例納付により納付

されたものと認められるところ、第２回特例納付の対象となる保険料は

36 年４月から 48 年３月までの保険料と定められており、申立期間の保険

料は第２回特例納付の対象とされていない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払



                      

  

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4328 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年２月から同年３月までの期間及び 11 年７月から 13 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年２月から同年３月まで 

             ② 平成 11 年７月から 13 年４月まで 

    私は、父に国民年金保険料を納付してもらっており、申立期間①の保

険料については平成８年１月頃に納付し、申立期間②の保険料について

は、父が、13 年５月頃又は同年６月頃に 20 万円から 30 万円の金額を

Ａ市の女性の集金人に納付していたところを見た記憶があり、申立期間

①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、オンライン記録によると、申立人の厚生年金保

険の被保険者資格記録に基づき、国民年金の被保険者資格記録が平成 11

年８月 24 日に追加処理されたことにより生じた国民年金の未納期間であ

ることが確認でき、記録が追加されるまでは国民年金に未加入の期間であ

ったことがうかがえる上、記録が追加された時点において、申立期間①の

国民年金保険料は時効により納付することができない。 

   また、申立期間②については、申立人は、平成 13 年５月頃又は同年６

月頃に申立人の父がＡ市の女性の集金人に保険料を納付しているところを

見た記憶があると申述しているが、申立人の父に係る 13 年分の給与所得

者の保険料控除申告書によると、当該申告書の社会保険料控除欄には、申

立人の弟の氏名及び一人分に相当する国民年金保険料が記載されているも

のの、申立人の保険料を納付したことは記載されておらず、当該申告書に

おいて申立期間②の保険料を納付したことは確認することができない。 

   さらに、オンライン記録において、申立期間②直後の平成 13 年５月か



                      

  

ら同年８月までの保険料は、15 年６月から同年９月までの期間に過年度

納付されていることが確認でき、当該各月の保険料は、いずれも保険料徴

収権の時効直前に納付されていることを踏まえると、申立期間②直後の

13 年５月の保険料を過年度納付した時点において、申立期間②の保険料

は時効により納付することができなかった事情がうかがえる。 

   加えて、申立人は、申立期間①及び②に係る保険料納付に直接関与して

おらず、関与したとする申立人の父は既に亡くなっている上、申立人の母

は、申立期間②に係る保険料は申立人の母が集金人に納付したと申述して
そ ご

おり、申立人の申述内容とは齟齬が認められるところ、申立人の母は、申

立期間②に係る保険料の納付時期及び納付金額について記憶が定かではな

いなど、申立期間①及び②に係る保険料の具体的な納付状況は不明である。 

   このほか、申立期間②は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間

であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書の作成、領

収済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が進んで

おり、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性は少ないものと考えられる上、

申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間①及び②の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4329 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年１月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年１月から 56 年３月まで 

    私は、当時は大学在学中であったが、父に勧められて国民年金に加入

することにした。昭和 52 年１月頃、父が私の国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料も納付してくれた。父からは、全ての期間の保険料

を納付したと聞いていたのに、申立期間が未加入とされていることは納

得できない。調査の上、納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年１月頃、申立人の父が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料も納付してくれたと主張しているが、申立期間は基礎年金

番号制度導入前の期間であり、国民年金の加入時において、国民年金手帳

記号番号の払出しを受け、当該手帳記号番号に基づき保険料を納付すると

ころ、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出

簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人が申立期間当時居住してい

たＡ市及びＢ区において、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらないことから、申立期間は国民年金に未加入の

期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立人は、申立期間当時、申立人の父から年金手帳を受け取った

記憶は無いと述べている上、申立人は加入手続及び保険料の納付に直接関

与しておらず、関与したとする申立人の父は、既に亡くなっており、加入

手続及び保険料納付の具体的な状況は不明である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

千葉国民年金 事案 4330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年８月から４年３月までの期間及び５年８月から９年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年８月から４年３月まで 

             ② 平成５年８月から９年３月まで 

    私は、国民年金に未納期間がある旨の通知を受け取り、その内容に従

って国民年金保険料を納付したが、申立期間が未納とされていることは

納得できないので、調査して納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に未納期間がある旨の通知を受け取り、その内容に

従って国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立期間①及び②に

ついて、申立人は、保険料の納付場所、納付金額及び納付方法について記

憶が明確でない上、申立人は申立期間①及び②の保険料納付に関与した親

族等はいないと述べていることから、納付状況について第三者からの供述

を得ることもできず、申立期間①及び②の保険料納付の具体的な状況は不

明である。 

   また、申立期間②の一部の期間は平成９年１月の基礎年金番号制度導入

後の期間であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作

成、領収済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が

進んでおり、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性は少ないものと考えら

れる。 

   さらに、申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 48 年５月１日から 49 年３月１日まで 

             ② 昭和 49 年３月１日から 50 年２月 21 日まで 

    私は、昭和 48 年５月１日から 49 年３月１日までＡ社に勤務し、同年

３月１日から 50 年２月 21 日までＢ社に勤務したが、この期間の給与は、

ねんきん定期便に記載された標準報酬月額の約２倍の額で、10 万円を

超えていたはずであるので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社における標準報酬月額が５万

2,000 円となっていることに納得できない。また、当時住んでいたＣ区

の家賃が４万 5,000 円で、退去時５万円だったことを覚えており、給与

額相当の標準報酬月額が５万 2,000 円では生活ができない。」と主張し

ている。 

    しかし、当該事業所は、昭和 50 年３月 11 日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、元事業主から調査協力が得られないため、申立

人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    また、申立期間①当時、当該事業所の元監査役の顧問税理士は、「社

会保険関連手続は事業所で処理をしていたが、標準報酬月額等の届出に

ついては届出誤りをしないよう強く指導していたので、適切に事務手続

を行っていた。」と供述している上、当該事業所の経理や社会保険関連

の担当をしていた関連会社の担当者は、「社会保険の手続は、社長と税

理士がしていたと思う。標準報酬月額の届出書を給与額の半分にして届

け出ていることはなかったと思う。」と供述している。 



                      

  

    さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と同時期に勤務していた複数の女子社員の昭和 48 年５月の標準報酬月

額を比較したところ、申立人の標準報酬月額は、それらの最上位に当た

り、遡及訂正等の不自然な形跡は見当たらない。 

    加えて、複数の元同僚は、「自分の報酬月額及び標準報酬月額は覚え

ていないが、自分の記録に問題は無いと思う。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、「Ａ社の関連会社のＢ社に数名の社

員と転籍したが、Ｂ社においても、給与額はねんきん定期便に記載され

た標準報酬月額の約２倍の額をもらっていたのに、厚生年金保険の資格

取得時の標準報酬月額が６万 4,000 円、昭和 49 年 10 月の定時決定の標

準報酬月額が７万 6,000 円となっていることに納得できない。」と主張

している。 

    しかし、Ｂ社は、昭和 54 年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、元事業主から調査協力が得られないため、申立人の申

立期間②における保険料の控除について確認できない。 

    また、上記１の元監査役の顧問税理士及び社会保険担当者は、「Ｂ社

もＡ社と同様適切に事務手続を行っていた。」と供述している。 

    さらに、Ｂ社の被保険者名簿において、申立人と同時期に入社した複

数の女子社員の資格取得時の標準報酬月額と比較したところ、申立人の

標準報酬月額を下回っている上、遡及訂正等の不自然な形跡は見当たら

ない。 

    加えて、元同僚は、「金額等は覚えていないが、自分がもらっていた

給与額と標準報酬月額に大きな差は感じない。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年５月１日から 14 年７月１日まで 

    私はＡ社に勤務したが、当該事業所における標準報酬月額が平成 12

年５月に大幅に減額されているが、当時は給与額が減額されるようなこ

とはなかったので、調査して正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、Ａ社における申立人の標準報酬月額は、平成

12 年４月まで 36 万円と記録されているところ、同年５月の随時改定によ

り 19 万円と記録されていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社から提出された健保・厚年保険料台帳に記載されている申

立人に係る標準報酬月額及び保険料控除額は、オンライン記録と一致して

いることが確認できる。 

   また、Ｂ健康保険組合から提出された、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額改定履歴は、オンライン記録と一致している。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人は平成 12 年５月の随時改定

により、標準報酬月額が 36 万円から 19 万円に減額されたことから、年金

額の全額支給停止が解除され、一部支給停止された在職老齢年金を同年５

月分から受給している上、申立期間において雇用保険の高年齢雇用継続基

本給付金を受給していることが確認できる。 

   このほか、申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 4721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 12 月１日から 10 年６月 30 日まで 

    私の父は、Ａ社に代表取締役として勤務していたが、厚生労働省の記

録では、申立期間の標準報酬月額が 44 万円から９万 2,000 円に訂正さ

れている。訂正前の 44 万円が正しいので、調査の上、正しい記録に訂

正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額

については、当初、44 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成 10 年６月 30 日の後の同年８月６日付け

で、９年 12 月１日に遡及して９万 2,000 円に減額訂正されていることが

確認できる。 

   しかし、申立人は、当該事業所の商業登記簿謄本により、申立期間当時、

Ａ社の代表取締役であったことが確認できる。 

   また、当該事業所の監査役であった元役員は、「私は、Ａ社で経理及び

社会保険関係の事務を担当していた。社会保険の減額処理は、事業主と私

が相談して行った。」と供述している上、当該事業所の従業員は、「社会

保険事務の権限を有していた者は事業主であった。」と供述していること

から、申立人は、同社の代表取締役として、申立期間に係る自らの標準報

酬月額の減額処理に同意していたものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社の代

表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当

該標準報酬月額の減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上

許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認め

ることはできない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 4722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月 16 日から 50 年９月１日まで 

    私がＡ社に在職していたときの厚生年金保険の標準報酬月額の記録は、

私の記憶している給与額に比べて 10 万円ぐらい低いので、調査の上、

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額が実際に支給されていた報酬月額よ

り 10 万円ぐらい低いと申し立てているが、Ａ社は、「申立期間当時の関

係資料は保存しておらず不明。」と回答しており、申立人の申立期間にお

ける報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認できない。 

   また、申立人の申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険の被保険者資

格取得時に３万 3,000 円と決定され、昭和 43 年８月以降、当該事業所に

おいて被保険者資格を喪失するまでの間、７回の随時改定及び定時決定に

おいて標準報酬月額が改定され、被保険者資格喪失時には 12 万 6,000 円

と記録されているが、申立人と同時期に資格取得した同年代男性の元同僚

６人を調査したところ、申立期間において、いずれも申立人と同様に標準

報酬月額の改定が記録されており、申立人のみが特殊な取扱いをされてい

たという事情は見当たらない。 

   さらに、当該事業所に係る事業所別被保険者名簿の標準報酬月額とオン

ライン記録は一致しており、昭和 46 年５月１日以降については、厚生年

金基金の標準給与額もオンライン記録と一致している上、申立人の申立期

間において、標準報酬月額に係る遡及訂正等の不自然な記録訂正がなされ

た形跡は見当たらない。 



                      

   加えて、当該事業所が上記標準報酬月額の決定のための社会保険事務所

（当時）に対する８回の届出において、申立人の報酬月額についていずれ

も申立人の主張する額を届け出たにもかかわらず、社会保険事務所が、こ

れを８回連続で誤って決定したとは考え難い。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4723 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月１日から 52 年 10 月 31 日まで 

    私は、昭和 47 年４月１日付けでＡ社Ｂ本社から同社Ｃ支店に転勤し、

独身だった頃は独身寮に入り、結婚してからは、会社が民間マンション

を借り上げた社宅に住んでいた。寮及び社宅の提供を受けた分を報酬額

に算入して厚生年金保険の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与支給計算書（昭和 49 年５月分及び同年６月

分）及び給与支給明細書（52 年 11 月分）により、49 年５月は 1,130 円が、

同年６月及び 52 年 11 月は 990 円が申立人の給与から社宅使用料として控

除されているところ、「現物給与の取扱いについて」（昭和 31 年８月 25

日付け保文発第 6425 号厚生省保険局健康保険課長回答）では、「知事の

定める額から本人負担分を控除したものを現物給与額とする。」とされて

おり、報酬額に算入することとなっている。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時は社宅現物給与を報酬額に反映させて

いない。申立人の給与から社宅分に相応する厚生年金保険料の徴収はして

いない。」と回答している。 

   また、申立人のＡ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険被保険者原票におい

て、申立人の標準報酬月額が訂正された形跡は見当たらない上、上記給与

支給計算書及び給与支給明細書の厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬

月額と当該被保険者原票及びオンライン記録の標準報酬月額は一致してい

ることが確認できる。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




